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宮崎県警生活環境課と延岡署、 

クラックツール提供での逮捕容疑に著作権法違反を初適用 
 
 

BSA | The Software Alliance（本部：米国ワシントン DC、以下 BSA）は本日、宮崎県警生活環境課サ

イバー犯罪対策室と延岡警察署が 2015年 6月 3日と 24日に、自身が開設したインターネット・ウェブ

サイト上でクラックツールを販売していた大阪府和泉市内の男性を不正競争防止法違反及び著作権

法違反の疑いで逮捕したと発表しました。クラックツール販売への不正競争防止法適用例は、2014 年

9月 11日の福井・栃木県警による逮捕を皮切りに 4件目となります。しかし、著作権法の定める「技術

的保護手段」回避プログラム提供の禁止違反を含めた逮捕例は今回が初めてです。 

 

男性は、BSA加盟企業であるマイクロソフトコーポレーションの「Office  2013 Professional」体験版及

びアドビ システムズ インコーポレイテッドの「Adobe Photoshop CC」を、メーカーのライセンス認証

システムを回避することを可能にするクラックツールをグーグルドライブに蔵置し、2014 年 5 月頃から

自ら開設した会員制ウェブサイトから会員がダウンロードできる状態に置いた疑いによるものです。

BSA は、宮崎県警からの依頼を受け、加盟企業のライセンス認証システムに関する情報を提供すると

ともに、クラックツール提供に関わる不正競争防止法・著作権法の解釈・適用に関して鑑定書等を作成

するなどの捜査協力を行っていました。 

 

著作権法は 1999 年の改正で、著作権等を侵害する行為の防止又は抑止する手段である「技術的保

護手段」を回避するための装置やプログラムの譲渡等を禁止し、違反に対して罰則を科しています（第

120条の 2第 1号）。不正競争防止法は「技術的制限手段」を無効化する装置・プログラムの提供を不

正競争に当たるとして禁止していますが、その要件は著作権法上の「技術的保護手段」回避プログラ

ム提供禁止とほぼ同様です。 

 

メーカーのライセンス認証システムは、特定の信号をユーザーパソコン内に記録させることでプログラ

ムの実行を可能化するシステムですが、クラックツールはこの信号を偽造・偽装することでライセンス

認証システムを回避する悪質なプログラムです。こういったクラックツールの販売については、2014 年

10月 15日の福井簡裁による罰金 50万円の略式命令、2014年 12月 5日の宇都宮地方裁判所による

懲役 1年 6月（執行猶予）及び罰金 50万円の有罪判決があります。今回の著作権法違反による逮捕
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は、クラックツール提供が不正競争防止法違反に止まらないとの初の判断を示すもので、これに対す

る司法判断が待たれるところです。 

 

今回の逮捕を受け BSA 日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「クラックツール販売を含め、各県警

による広域的かつ迅速なサイバー犯罪捜査には目を見張るものがありますが、今回の逮捕の根拠法

として著作権法違反を挙げられた宮崎県警の判断には深く敬意を表します。捜査機関によるクラック 

ツールの不正販売に対する厳正な捜査・処分を期待しています。」とコメントしています。 

 

### 

 

【BSA | The Software Allianceについて】 

BSA | The Software Alliance（BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス）は、グローバル市場において世界

のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を

中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを

創造しています。ワシントン DCに本部を構え、世界 60カ国以上で活動する BSAは、正規ソフトウェア

の使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済の成長を推進

する公共政策の支援に取り組んでいます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。 

 

ホームページ : http://bsa.or.jp/ 

マイクロサイト : http://145982.com/（違法告発.com） 

Twitter公式アカウント: https://twitter.com/BSA_100/ 

Facebook公式ページ: https://www.facebook.com/BSATheSoftwareAllianceJapan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道関係者のお問い合わせ先】 

BSA日本 PR事務局（MSLGROUP in Japan内）  担当：桝井、土井、大谷 

TEL： 03-5719-8901 Email： bsa.jp@msljapan.com 

【掲載時の読者のお問合せ先】 

BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス（BSA）：bsa.or.jp 
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